
瀬戸市告示第２３号 

令和６年瀬戸市告示第１１５号（地方自治法第２４３条の２第１項の規

定に基づき指定公金事務取扱者に委託した件）の一部を次のように改正し、

告示の日から施行する。 

令和８年２月２７日 

瀬戸市長 川 本 雅 之 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。
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